
定期 ・・・定期予防接種（２３区内の指定医療機関にて接種の場合は無料）

任意 ・・・任意予防接種（全額自己負担）

費用

５種混合 無料 ① ② ③ ④

４種混合 無料 ① ② ③ ④

ヒブ
(Ｈｉｂ)

無料 ① ② ③ ④

小児用
肺炎球菌

無料 ① ② ③ ④

B型肝炎 無料 ① ② ③

① ②

① ② ③

ＢＣＧ 無料 ①

MR
(麻しん・風しん

混合)

無料 ① ②

水痘
（水ぼうそう）

無料 ①②

① ②

日本脳炎 無料 ①② ③ ④

子宮頸がん
（ＨＰＶ）

無料
①②③
又は
①②

定
期

□ □ □

※種類の異なるワクチンの接種間隔

　
　注射生ワクチン以外の種類の異なるワクチン間の接種間隔の制限はありません。

□

□

任
意
接
種

おたふくかぜ

インフルエンザ

任意接種の接種できる年齢

□

□□

定期予防接種の対象年齢

□

□ □

□

※同時接種については接種医とご相談ください

□ □

□

□

□

□

□

□

定
　
期
　
予
　
防
　
接
　
種

□□ □ □

□ □

□

□

□

子どもの予防接種標準スケジュール（墨田区保健所作成）

接種完了チェック

□ □

□

ワクチン名

□

※令和６年４月１日から５種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ）が定期接種化されました。
４種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ）とヒブで接種開始している場合は、原則同一ワクチンとなりますが
５種混合に切り替える場合は、接種医とご相談ください。

令和６年４月作成版

□

□

□

ロタ

□ □ □

□

誕
1か月 ２か月 3か月 4か月 5か月 6か月 7か月 ８か月 9か月 10か月 11か月

１歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 ６歳 ７歳 ８歳

不活化

不活化

（注）
第１回目の接種開始
年齢によって、接種
回数が異なります。

第1期は、１歳を過ぎたら早期の接種が望ましい 第２期は、小学校入学前
の１年間に接種

１回目は１歳を過ぎたら早期に接種することが望ましい

１回目は１歳を過ぎたら早期の接種が望ましい
２回目は標準的には６か月～１年（最短で３か月）の間隔をあけて、３歳までに完了

（第1期追加）

（第 1 期）

毎秋２回接種（１回目から２～４週間後に２回目）

２回目は、ＭＲ第２期と
同時期の接種が望ましい

（注）
予防効果を確実にするために、
２回接種が望ましい。

不活化 ２７日以上の間隔で２回、更に
１回目接種から１３９日を経過
した後に１回、合計３回

経口生

１価 ロタリックス

５価 ロタテック

１回目は生後６週から接種可能。2回目は２７日以上の間隔をあけて生後２４週までに完了

１回目は生後６週から接種可能。2・３回目は２７日以上の間隔をあけて生後３２週までに完了

ワクチン 中２７日（４週間）以上あける

注射生

注射生

注射生

注射生

不活化

不活化

注射生

第2期は、9歳以上
13歳未満で接種

１回目は生後１４週６日までに接種

３回目までを１歳未満で行い、３回目から
７～１３か月の間隔をあけて追加接種

生後５か月から８か月までの標準接種期間に
受けることが望ましい

すみだ予防接種情報サービス
『予防接種ナビ』をご活用ください！
お子さんに合わせた予防接種スケジュールを自動で作成し、
接種日が近づくとメールでお知らせします。
予診票の発行申請にもお使いいただけます。 https://sumida.city-

hc.jp

３回目までを１歳未満で行い、３回目から６０日間以上
の間隔をあけて、１２～１５か月の間に追加接種

注射生 ワクチン

9歳

不活化
女性が対象。中学１年生相当の年齢で計３回接種。
ただし、９価ワクチンでの接種で、１５歳未満から接種を開始し、５か月以上の間隔で接種する場合は計２回接種。

不活化
２種混合第２期（ＤＴ）
１１歳以上１３歳未満で接種

３回目までを１歳未満で行い、１年～
１年６か月の間隔をあけて追加接種

不活化

２種混合第２期（ＤＴ）
１１歳以上１３歳未満で接種

３回接種し、３回目から6か月～
１年６か月の間隔をあけて追加接種

https://sumida.city-


ワクチン名 種別
ワクチン

５種混合 【定期予防接種の対象期間】生後２か月～９０か月（７歳６か月）に達する前日まで 【接種間隔】

【標準的な接種期間】 初回：生後２か月から７か月に至るまでの間に接種開始し、20日～56日までの間隔をおいて３回

　計４回接種 追加：初回３回終了後、６か月～１年６か月の間隔をあける

【通知発送時期】生後２か月到達前

４種混合 【定期予防接種の対象期間】生後２か月～９０か月（７歳６か月）に達する前日まで 【接種間隔】

【標準的な接種期間】 初回：生後２か月～１２か月（１歳）に達する前日まで

　計４回接種 追加：初回３回終了後、１年～１年６か月の間隔をあける

【通知発送時期】生後２か月到達前

【定期予防接種の対象期間】  生後２か月～６０か月（５歳）に達する前日まで ＊接種開始月齢によって、接種回数及び接種間隔が異なります。

【標準的な接種期間】

【接種間隔】

【通知発送時期】生後２か月到達前

【定期予防接種の対象期間】  生後２か月～６０か月（５歳）に達する前日まで ＊接種開始月齢によって、接種回数及び接種間隔が異なります。

【標準的な接種期間】

【接種間隔】

【通知発送時期】生後２か月到達前

【定期予防接種の対象期間】生後１２か月（１歳）に達する前日まで 【接種間隔】

【標準的な接種期間】生後２か月～９か月に達する前日まで　計３回接種

【通知発送時期】生後２か月到達前

【定期予防接種の対象期間】ロタリックス：生後６週～２４週まで、ロタテック：生後６週～３２週まで 【接種間隔】 「ロタリックス」の場合 「ロタテック」の場合

【標準的な接種期間】１回目は、生後２か月から生後１４週６日まで

 ２・３回目は右図のとおり ※接種は同一ワクチンで行います。

【通知発送時期】生後２か月到達前

【定期予防接種の対象期間】生後１２か月（１歳）に達する前日まで

【標準的な接種期間】生後５か月～８か月に達する前日まで

【通知発送時期】生後２か月到達前

＊未接種者に対する救済措置

【定期予防接種の対象期間】 ＭＲ１期（任意）　　　⇒ ＭＲ１期未接種の子のうち、1期（定期）対象期間と２期（定期）対象期間の間の年齢の子

MR 　計２回接種 ＭＲ２期（任意）　　　⇒

【通知発送時期】１期：１歳に達する月の前月の１０日頃 ＭＲ３期（任意）　　　⇒

２期：小学校に入学する１年前の３月下旬 ※麻しん・風しんの両方にり患した場合は必要ありません。

【定期予防接種の対象期間】生後１２か月（１歳）～生後３６か月（３歳）に達する前日まで

１回目：生後１２か月から１５か月に至るまで

　計２回接種 ２回目：１回目接種終了後、標準的に６か月～１年（最短で３か月）の間隔をあける

【通知発送時期】１歳に達する月の前月の１０日頃

【定期予防接種の対象期間】 《１期》生後６か月から９０か月(７歳６か月)に達する前日まで 【通知発送時期】１期（計３回分）：３歳に達する月の前月の下旬

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　《２期》９～１３歳に達する前々日まで 　　　　　　　　　　　 ２期：９歳に達する月の前月の下旬

【標準的な接種期間】 《１期》初回（１・２回）：３歳に達した時から４歳に達するまでの期間 【接種間隔】

　計４回接種　　　　　　  《１期》追加：４歳に達した時から５歳に達するまでの期間

　　　　　　　　　　　　　　　《２期》９歳に達した時から１０歳に達するまでの期間

【定期予防接種の対象期間】　小学６年生から高校１年生相当年齢まで 【接種間隔】 「2価サーバリックス」の場合 「4価ガーダシル」の場合 「9価シルガード9(15歳未満からの接種開始)」の場合

【標準的な接種期間】 　 中学１年生相当年齢　＊計２回又は３回接種 「9価シルガード9(15歳以上からの接種開始等)」の場合

※ 定期予防接種は、疾病の性質などから、それぞれ定められた標準的な接種期間に接種を受けることが望ましいとされています。 【お問い合わせ先】

（１）定期予防接種は、墨田区から送付された「予防接種予診票」と親子健康手帳（母子健康手帳）をお持ちになり指定医療機関で受けてください。
（２）墨田区から転出した場合、また、有効期限を過ぎた予防接種予診票は使用できません（有料での任意接種となります）。
（３）「予防接種予診票」を紛失してしまった際は、有効期間内であれば再発行いたしますので、お問い合わせ先へご連絡ください。
　　墨田区へ転入の際は、表面の予防接種ナビを活用していただくか、親子健康手帳を各窓口へ御持参いただき、予診票を受け取ってください。

 ※墨田区保健所（保健予防課を含む区役所の一部、向島・本所保健センター）は、

   令和6年11月5日にすみだ保健子育て総合センター（墨田区横川5-7-4）に移転する予定です。
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対　象　期　間　・　標　準　的　な　接　種　期　間　・　通　知　時　期　等

ヒブ
（Hib)

小児用
肺炎球菌

Ｂ型肝炎
※３回目の接種は、 １回目の接種から１３９日以上の間隔をおいたうえで、２回目の接種か
ら６日以上の間隔をおいて接種します。

ロタ

BCG

ＭＲまたは麻しんまたは風しんの予防接種を受けた回数が１回以下の子で、
小学１年生～６年生相当年齢の子

ＭＲまたは麻しんまたは風しんの予防接種を受けた回数が１回以下の子で、
中学１年生～高校三年生相当年齢の子

水痘
（水ぼうそう）

【標準的な接種期間】

日本脳炎

子宮頸がん予防
ワクチン
 (HPVワクチン)

※原則として、
接種は同一ワ
クチンで行いま
す。

＊9価ワクチンでの接種は、15歳未満からの接種開始で5か月以上の接
種間隔で接種する場合は2回接種となり、15歳以上からの接種開始又は
1回目と2回目の接種間隔が5か月未満で接種する場合は3回接種となり
ます。

墨
田
区
保
健
所

保健予防課感染症係 電　話

本所保健センター 電　話

向島保健センター

東駒形１－６－４

０３－５６０８－６１９１
吾妻橋１－２３－２０（区役所３階）

電　話
０３－３６１１－６１３５
東向島５－１６－２

０３－３６２２－９１３７

麻しん・風しん
混合

《２期》 ５歳以上７歳未満で、小学校就学前の１年間
（年長児の４月１日～翌年３月３１日）

注射生
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

３回目１回目 ２回目

１か月 ５か月
３回目１回目 ２回目

２か月 ４か月

１期初回
1回目

６～２８日 １年 おおよそ５年

１期初回
２回目 １期追加 ２期

生後７か月から１２か月に至るまでの間に接種開始 計３回接種

１回目 ２回目 ３回目 追加

２７～５６日 ７～１３か月

１回目 ２回目 追加

２７～５６日

生後１２か月から６０か月に至るまでの間に接種開始 計１回接種 １回目

不活化
ワクチン

生後２か月から７か月に至るまでの間に接種開始 計４回接種
３回目までの接種は１２か月に至るまでに行い、その後、６０日間以上あけて
１歳以上で追加接種
追加接種の標準的な接種期間は生後１２か月から生後１５か月に至るまで

６０日以上２７日以上２７日以上

１回目 ２回目 ３回目 追加

生後７か月から１２か月に至るまでの間に接種開始 計３回接種
（２回目までの接種は標準的には生後１２か月に至るまでに行う）
※追加の接種は１歳を迎えてから行う。

１回目 ２回目

生後１２か月から２４か月に至るまでの間に接種開始 計２回接種

６０日以上

追加１回目 ２回目

１回目 追加

６０日以上

生後２４か月から６０か月に至るまでの間に接種開始 計１回接種 １回目

不活化
ワクチン

７～１３か月

《１期》１２か月（１歳）～２４か月（２歳）に達する前日まで

２７日以上

２７～５６日

不活化
ワクチン

１回目

２７日以上

１３９日以上

２回目 ３回目

生後２か月から７か月に至るまでの間に接種開始 計４回接種
２７～５６日の間隔をおいて３回、３回目までの接種は生後１２か月に至るまで行い、その後、

７～１３か月までの間隔をおいて追加接種

注射生
ワクチン

注射生
ワクチン

経口生
ワクチン

１回目 ２回目

２７日

３回目１回目 ２回目

２７日 ２７日

１回目 ２回目

６か月

ＤＰＴ-ＩＰＶ-Hib
ポリオ・ジフテリア
百日せき・破傷風・

不活化

１期初回
１回目

１期初回
２回目

１期初回
３回目

１期追加

２０～５６日 ６か月～１年６か月２０～５６日

ＤＰＴ-ＩＰＶ
ポリオ・ジフテリア
百日せき・破傷風

不活化
ワクチン

１期初回
１回目

２０～５６日 ２０～５６日 １年～１年６か月

１期初回
２回目

１期追加１期初回
３回目


